
 

 

 

 

２０１１年３月１１日 

東日本大地震・津波・原発事故 

被災地・被災者を覚える礼拝 
 

 

 

 

 

 

 

 

主催：日本基督教団兵庫教区 

日時：2021年3月11日（木）午後2時 

場所：オンライン・ライブ映像配信 

配信協力：小栗献(神戸聖愛教会)



 奏楽者 竹佐古真希 （白河） 

  寺田晶子 （南相馬） 

  越山香菜子 （八戸・聖公会） 

 司会者 若林一義 (芦屋西) 

 説教者 村岡博史 (塚口) 

前 奏  奏楽者 

招 き 詩編 139 篇 11～12 節 司式者 

賛 美 心を高くあげよ！（讃美歌 21-18） 一 同 

祈 り  司式者 

聖 書 詩編 126 篇 1～6節､ 

 ヨハネによる福音書 12章 23～25 節 司式者 

賛 美 捕われの民（讃美歌 21-158） 一 同 

説 教 「涙しつつ種を蒔く」 説教者 

祈 り  説教者 

黙 祷  一 同 

賛 美 ナルドの香油（讃美歌 21-567） 一 同 

終 祷  説教者 

後 奏  奏楽者 

報 告 



 

招  き 

わたしは言う。 

「闇の中でも主はわたしを見ておられる 

夜も光がわたしを照らし出す。」 

闇もあなたに比べれば闇とは言えない。 

夜も昼も共に光を放ち 

闇も、光も、変わるところがない。 

（詩編 139 篇 11～12 節） 

 

 

日本聖書協会『聖書 新共同訳』より 
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聖  書 

主がシオンの捕われ人を連れ帰られると聞いて 

わたしたちは夢を見ている人のようになった。  

そのときには、わたしたちの口に笑いが 

舌に喜びの歌が満ちるであろう。 

そのときには、国々も言うであろう 

「主はこの人々に、大きな業を成し遂げられた」と。  

 

主よ、わたしたちのために 

大きな業を成し遂げてください。 

わたしたちは喜び祝うでしょう。  

主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように 

わたしたちの捕われ人を連れ帰ってください。  

 

涙と共に種を蒔く人は 

喜びの歌と共に刈り入れる。  

種の袋を背負い、泣きながら出て行った人は 

束ねた穂を背負い 

喜びの歌をうたいながら帰ってくる。 

（詩編 126 篇 1〜6 節） 

 



 

 

 

 

イエスはこうお答えになった。「人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っ

ておく。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ね

ば、多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者は、それを失うが、この世で自分の

命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る。 

（ヨハネによる福音書 12 章 23〜25 節） 

 

 

日本聖書協会『聖書 新共同訳』より  
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２０１１年３月１１日の東北地方太平洋沖大地震・大津波、 

東京電力福島第一原子力発電所事故から一年の兵庫教区宣言 

1.  東北の被災地、被災者に直接届く支援に幅広い人たちのつながりで力

を注いできた兵庫教区及び被災者生活支援・長田センターは、これからも

そのつながりを尊重しつつ、支援の働きを継続する。 

2.  １７年前の兵庫県南部大地震から５年、兵庫教区は「被災教区の震

災５年目の宣教にあたっての告白」で、被災の後の歩みで「地域の再生

なくしては、教会の復興はあり得ない」を宣教の指針としてきた。２０１１年３月１

１日の東北の大地震・大津波の後の被災地、被災者の支援においても、

兵庫教区はその告白を基本にしてきた。東北の被災地、被災者の支援

にあたって「被災教区の震災５年目の宣教にあたっての告白」を指針とし

てきた兵庫教区は、これからの支援にあたっても「地域の再生なくしては、教

会の復興はあり得ない」を支援の基本とする。 

3.  ２０１１年３月１１日の東北の大地震、大津波の後を生きる人たちの生活す

べてを、東京電力福島第一原子力発電所の事故が何よりも難しくしてい

る。兵庫教区は、その事故においても、被災地、被災者に直接届く支援に

力を注いできた。これからも、放射能で生活のすべてを奪われ、脅かされ続

ける人たちに直接届く支援に力を注ぐ。 

第６６回／「合同」後４３回兵庫教区定期総会採択 

（２０１２年５月２０日～２１日）  



 

 


